
●香川県警察本部告示第６号  

 道路交通法実施規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和６年12月27日 

                                                 香川県警察本部長  岡 本  慎 一 郎   

   道路交通法実施規程の一部を改正する規程 

道路交通法実施規程（平成12年香川県警察本部告示第19号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（更新時講習の細目） （更新時講習の細目） 

第56条 法第1 0 8条の２第１項第11号に掲げる講習は、運転免許センター、

香川県警察本部交通部運転免許課東かがわ運転免許更新センター、香川県

警察本部交通部運転免許課小豆運転免許更新センター及び香川県警察本部

交通部運転免許課善通寺運転免許更新センター並びに三豊警察署及び観音

寺警察署において行うものとする。 

第56条 法第1 0 8条の２第１項第11号に掲げる講習は、運転免許センター、

香川県警察本部交通部運転免許課東かがわ運転免許更新センター、香川県

警察本部交通部運転免許課小豆運転免許更新センター及び香川県警察本部

交通部運転免許課善通寺運転免許更新センター並びに三豊警察署及び観音

寺警察署において行うものとする。ただし、香川県警察本部交通部運転免

許課善通寺運転免許更新センターにおいて行う更新時講習は、法第92条の

２第１項の表の備考１の４に規定する違反運転者等に対するものを除くも

のに限る。 

  

   附 則 

この規程は、令和７年２月３日から施行する。 


